
日本国民で令和4年12月30日以前に喬木村に住民登録し、引き続き村内に居
住している方。

■混雑を避けるために、期日前投票をお勧めします。
■入場券は個人ごと切り離して受付に提示してください。期日前投票では「宣誓書」を事前に記
入いただくことをお勧めします。（裏面参照）
■投票所の混雑が予想されるため、マスクの着用を推奨します。
■期間中に１８歳を迎える方へ
　事前に入場券を発送致しますが、満１８歳に到達していない方は、年齢が到達するまでの間
は期日前投票をすることが出来ません。ただし、それまでの間は不在者投票することが可能で
すので、必要な方はお問い合わせください。
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選挙に関するお問い合わせは、ＴＥＬ.0265（33）3800　喬木村選挙管理委員会

投票
日時 午前7時

から
午後7時
まで月 日

日

投票できる方は喬木村選挙人名簿に登録されている方

平成17年4月10日以前に生まれた方。（満１８歳以上の方）

住所要件
年齢要件

投票にあたってのお願い

当日投票できない方は期日前投票を！
午前8時30分から
午後8時まで

■期日前投票所の混雑の目安　　投票日前の3日間
■当日投票の混雑の目安　　　　午前8時から11時までの3時間

4/1土～4/8土
場所●喬木村福祉センター　持ち物●投票入場券

場所●入場券に記載の投票所　持ち物●投票入場券
4
長野県議会議員一般選挙長野県議会議員一般選挙

混雑を避けましょう



投票日に都合がつかない方は、期日前投票を利用しましょう！投票日に都合がつかない方は、期日前投票を利用しましょう！
※期日前投票宣誓書の記入について

　期日前投票をする場合
は、入場券下欄の宣誓書
に住所、氏名、生年月日を
記入のうえ、期日前投票所
へお持ちいただくとス
ムーズに投票ができます。

信濃毎日・中日・朝日・読売・日本経済・毎日・産経の朝刊折込新聞を購読されていない世帯で、選挙公報の郵送を希望
される場合は、喬木村選挙管理委員会へご連絡ください。
選挙公報は、役場・福祉センター・交流センター・アスボ・郵便局（喬木・富田）・農協喬木支所・Ａコープたかぎ店・信金
喬木支店にも配置しますので、必要な方はご利用ください。

お問い合わせは、喬木村選挙管理委員会　ＴＥＬ.0265（33）3800

■４月１日（土）から４月９日（日）の間に喬木村から他の市町村へ住所異動される方は、喬木村にて期日前投
票をした後、転出手続きを行うとスムーズに投票できます。

■最近、住所を異動された方は、投票できる市町村（選挙区）が変わることがありますので、次の表によりご確
認ください。

※投票する際に、最寄りの市町村が発行する「引き続き長野県内に住所を有する旨の証明書」を提示する必要が
あります。「期日前投票」を行う際も同様です。証明書は、最寄りの市役所、町村役場の市民課（又は住民課等）
で交付を受けることができます。

令和4年12月30日以前に
転入届をされた方

長野県内の他の市町村から
転入された方 新住所地で

投票できる
（新住所地の選挙区）

旧住所地で投票できる※
（旧住所地の選挙区）

投票できない他の都道府県から
転入された方

令和4年12月31日以降に
転入届をされた方

制度改正により理由を選
択する必要がなくなりまし
た。（いずれかに該当）

（4月5日（水）朝刊予定）


